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講習修了証の更新について 

 
 
登録造園基幹技能者の講習修了証は、５年間の有効期限であり、２０１９年度

の登録造園基幹技能者講習修了者におかれましては、２０２５年３月３１日で、
５年の講習修了証の有効期限を迎えることとなります。 

つきましては、下記の要領で更新手続きを行っていただきますよう、宜しくお
願い申し上げます。 

 

 

Ⅰ．更新手続き対象者 

２０１９年度に登録造園基幹技能者に認定された者 
（講習修了証の有効期限が、２０２５年３月３１日までの者） 
 

Ⅱ．更新の概要 

  講習修了証の更新は、資格取得後に行われた法律の改正や新工法などの最新
情報をテキストで提供し、登録基幹技能者が備えうる能力を課題の提出によっ
て確認するものです。 

 

Ⅲ．送付内容 

（１） 講習修了証更新手続き申込要領（本紙） 
（２） 講習修了証更新申込書（更新申込書） 
（３） 実務経験証明書（更新申込書の裏面に記載） 
（４） 登録造園基幹技能者テキスト（第１３版） 
（５） 課題問題と解答用紙 

 

Ⅳ．申込方法 

 【更新申込書及び課題の提出】 
 
（１） 更新申込書（所定のもの） 

必要事項を記入、捺印、顔写真（縦3㎝×横2.5㎝）を貼り付けること 
  ※捺印を必ず確認して下さい 
 

※顔写真についての特記 

 顔写真は「講習修了証」にそのまま使用しますので、次の規格で 
お願いします。（申込書に直接印刷されたものは不可） 

 
・３か月以内に撮影されたカラー写真  
・正面向き、無帽、上半身（胸から上）で背景無し 
・タテ３cm×ヨコ２.５cmの大きさ 

 



3 

（２） 実務経験証明書 

・直近の工事(または業務委託)が合計で１年以上になるよう記入すること 
・当該申請者の事業主が証明したもの。申請者が事業主の場合は、 
記載事実に相違ない旨の誓約をして下さい。（記入例を参照） 

 
（３） 課題 

課題は登録造園基幹技能者テキストを熟読し、１０問の課題にすべて 
解答して下さい。

 

Ⅴ．返信方法 

角２封筒（Ａ４用紙用）に①～③の書類を折らずに入れ、下記所在地に特定
記録郵便など配達記録が残る方法で郵送してください。 
（「講習修了証更新申込書 在中」と明記のこと） 
更新講習は造園連のみで受け付けます。 
 
① 更新申込書（顔写真貼付）＋実務経験証明書（捺印を確認のこと） 
② 課題の解答用紙 
③ 更新手数料振込用紙のコピー(①に貼付) 

 

 

＜オモテ＞   申込書送付先 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ウラ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 簡易書留 

 
 
 
  〒１０１－００５２ 
 
  
  東京都千代田区神田小川町 
    ３－３－２ マツシタビル7階 
 

  (一社)日本造園組合連合会 行き 

 
 
 

 講習修了証更新申込書 在中  

  

  *** 

  ********** 

  ************** 

 差出人 
 住所／氏名 
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Ⅵ．更新申込書及び課題の提出期限 

 ・年度内に新しい講習修了証をお手元に届けるために、提出期限を有効期限 
が満了する１か月前の２０２５年 ２月２８日（金）まで必着厳守 

  とします。 
 ・申込書の受付は、講習修了証の提出期限の５か月前（１０月１日）から 

開始します。 
・提出期限を過ぎ、３月末までにお申し込みの場合は、翌年度（２０２５年） 
 ４月下旬までに新しい講習修了証を発送します。 
 
 

更新の申込 修了証発送 

２０２４年１２月末日まで ２０２５年 １月下旬 

２０２５年 ２月末日まで ２０２５年 ３月下旬 

２０２５年 ３月末日まで ２０２５年 ４月下旬 

 

Ⅶ．登録基幹技能者データベースへの登録 

・提出期限内に更新の申し込みを行い、課題審査に合格された方は、年度内 
 に(一財)建設業振興基金が運営する登録基幹技能者データベースに有資 
 格者として登録します。 
・提出期限を過ぎ、有効期限までにお申し込みの場合は、翌年度（2025年) 
 ４月下旬までに登録基幹技能者データベースに登録します。 

  

Ⅷ．更新期間中に更新手続きを行わなかった場合 

 
 

原則「失効」となります。 
 
ただし、次の救済措置があります。 

（１） 有効期限を越え半年（６か月）以内の者 
（２０２５年４月１日～９月３０日までに申し込まれた方） 

有効期限内に更新した方と同じ更新手続きをおこなって頂きますが、 
講習修了証の発送は、２０２５年１０月下旬に一括発送します。 

  
（２） 有効期限を越え１年未満の者 

      講習修了証の有効期限の翌年度（２０２５年度）に実施される 

            登録造園基幹技能者講習の修了試験を受験し、合格する必要があり 
            ます。講習は免除とします。 
  

（３） 有効期限を１年以上超えた者 
           失効となりますので、もう一度登録造園基幹技能者講習会を受講し、

修了試験に合格する必要があります。  
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Ⅸ．更新手数料 

 
 １２，１００円（税込） 

 
【振込先】三井住友銀行 麹町支店 普通 8928781 登録造園基幹技能者講習 
     

※インターネットバンキング等からの振り込みもご利用可能です。 
    なお、インターネットバンキング等から振り込む場合は、振込み 

完了が確認できる明細等を印刷して同封してください。 
 

 

Ⅹ．課題の審査 

提出された課題を採点し、６割以上の正答で「合格」とします。 

６割に満たなかった場合は、別課題で再提出して頂きます。 

 

 

Ⅺ．更新修了証の送付 

課題審査に合格された方には、次の３点を配達記録が残る方法で 

送ります。 
① 有効期限が更新された「登録造園基幹技能者講習修了証」 
② ヘルメット貼付用ステッカー 
③ 領収書（インボイス制度対応） 

 
 

Ⅻ．その他 

この更新に関する書類を紛失され、再度送付を希望される方は、 

「送料着払い」での発送となります。 

    本更新は造園ＣＰＤの認定プログラムです。 

 

 

ⅩⅢ．詳細について 

詳しくは、(一社)日本造園組合連合会へお問い合わせ下さい。 
 
 

一般社団法人 日本造園組合連合会 
〒１０１－００５２ 

東京都千代田区神田小川町３－３－２ 

マツシタビル７階 

ＴＥＬ：０３－３２９３－７５７７ 

ＦＡＸ:０３－５８０１－６６００ 

e-mail:jflc@sepia.ocn.ne.jp 
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①全基幹技能者へ告知 
・両団体の HP・機関紙 
・支部の総会などで 

②更新該当者へ送付 
・更新手続き申込要領 
・更新申込書 
・実務経験証明書 
・登録造園基幹技能者テキスト 
・課題 
 
※課題はテキストの中から 
4肢択一の試験問題形式とし、 
10問出題する 

 

③書類受領 
・申込書 
・課題の解答 

④期日までに造園連へ送付 
・更新申込書（写真付） 
・実務経験証明書 
・課題 
・更新手数料の振込み確認用紙 

⑤課題審査 

・６割以上を合格とする 
・手数料入金の確認 
・修了証などの送付準備 
・データベースへの登録 

⑥合格者へ届く 
・新修了証 
・ヘルメット用ステッカー 
・領収書 

更 新 講 習 の 流 れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務局 更新該当者 

更新完了 
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登録造園基幹技能者 実務経験報告書 （記入例） 
登録造園基幹技能者として、直近の実務経験の内容は、下記の通りであることを証明します。 
 

証明者： (住 所)  社印 

 (代表者) 役職印 

 

 

No. 工事・業務委託等の名称 期間（開始年月～終了年月） 年数 月数 

１ ○○氏邸庭園工事 R   2年    1月 R  2年    3月  3 

2 ○○浄水場緑地管理工事 R   2年   4月 R  2年   9月  6 

3 第○号線街路樹植栽工事 R   2年   10月 R  2年   1月  4 

4 ○○公園植栽工事 R   3年    3月 R  3年    7月  5 

5     年   月    年   月   

6     年   月    年   月   

7     年   月    年   月   

8     年   月    年   月   

 合   計  1 6 
 

【 誓約欄 】 

 この証明事項に事実と相違がある場合は、講習修了証を取り消されても異存のないことを

誓約いたします。 
 

誓約者名： 〇〇 〇〇 ㊞ 

◆記入上の注意 

 ・過去５年間の実務経験年数が１年以上あれば、すべての実務経験を記載する必要はありません。 

 ・直近のものから記載して下さい。 

  ・工事や業務委託期間が重複している場合は、どちらか一方を記入して下さい。 
 
 

入金確認欄(貼付方向は問いません) 

 

会社（事業所）名 △△造園 株式会社 氏名 〇〇 〇〇 

大阪市淀川区○○―○○ 
△△造園 株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

 

ご利用明細 

 

振込み金額 ￥12,100 

 

振込先  

三井住友銀行 

麹町支店 

普通 8928781 

ﾄｳﾛｸｿﾞｳｴﾝｷｶﾝｷﾞﾉｳｼｬｺｳｼｭｳ 

 

 

 

○○銀行 

更新手数料振込明細の 

控えのコピーを貼付 

 
 

合
計
で
12
カ
月
（
一
年
）
以
上
を
満
た
す
こ
と 
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個人情報に関する取り扱い 
（１）法令等の遵守 

一般社団法人日本造園建設業協会並びに一般社団法人日本造園組合連合会は、登録造園基幹技能者の

個人情報を取り扱うに当たり、個人情報保護に関する法令を遵守します。 

 

（２）利用目的 

利用目的は次のとおりです。 

１）登録造園基幹技能者講習申込の資格審査及び個人認証の為 

２）登録造園基幹技能者に対し、造園工事等に関連した情報を提供する為 

３）登録造園基幹技能者の資格証等の再発行、更新講習の為 

４）資格制度のデータベースの為 

５）資格制度の推進を図ることを目的とした、各種アンケート調査の為 

６）登録造園基幹技能者の登録データベースへの登録及び公表の為 

７）個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計資料等を 

作成する為 

 

（３）適正な個人情報の取得 

個人情報を、偽りその他不正の手段で取得することはありません。 

 

（４）第三者への提供 

次の場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。 

１）登録造園基幹技能者より、あらかじめ同意を得ている会社に提供する場合 

 

 

２）法令に基づく場合 

３）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合にあって、登録造園基幹技能者の同意 

を得ることが困難であるとき 

４）公衆衛生の向上または児童および青少年の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、 

登録造園基幹技能者の同意を得ることが困難であるとき 

５）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令で定める事務を遂行すること 

に対して協力する必要がある場合であって、登録造園基幹技能者の同意を得ることにより当該事 

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（５）安全管理 

１）個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他安全管理のため必要かつ適切な措置を講じます。 

２）個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の安全管理が図れるように指導、適切な措置を講 

じます。 

３）個人情報の取り扱いについて全部または一部を委託する場合は、その取扱を委託された個人情報 

管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。 

４）個人情報の取扱の苦情については、適切かつ迅速な対応をいたします。 

 

（６）個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口 

(一社)日本造園建設業協会 電話 03-5684-0011 

(一社)日本造園組合連合会 電話 03-3293-7577 

 

※ 申込書の提出により、上記の「個人情報の取り扱い」に同意頂いたものとします

登録基幹技能者データベースへの登録及び登録情報の公開について 
 

登録基幹技能者講習の試験に合格し、登録基幹技能者になられた者については、一般財団法人建設業振興基金（以下、「本基金」という。）が管理運営す

る登録基幹技能者データベース（以下、「本データベース」）にご自身の情報が登録され、本データベース内で情報管理を行っております。 

また、本基金では発注者（公共機関等）や総合建設業者等に対する登録基幹技能者の PR 及び活用促進を目的に、本基金が管理運営する「登録基幹技能

者データベース」の HP（以下、「本 HP」）に以下の情報を公開できるようにしております。（ＷＥＢ公開） 

 

＜登録公開する情報＞ 

氏名（カナ氏名含む）・生年月日・所属組織・所属組織の地域（都道府県）・建設業種類・修了証番号・修了年月日・有効期限・更新回数を登録し情報 

公開します。 

 

 

そのため、本 HP でご自身の情報を公開することについてご同意頂ける場合には、受講申込書の「同意する」をご選択いただき、氏名の欄

に署名（自署）をお願いいたします。ご同意いただけない場合は、本データベースで情報の登録・管理をするのみとし、情報の公開はいた

しません。 

 

 

 

建設業法施行規則第18条の４の規程により、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で 

ある(一社)日本造園組合連合会と(一社)日本造園建設業協会が、講習実施に関する事 

務を行っています。登録造園基幹技能者に関する問い合わせは、下記までお願いします。 

 
一般社団法人 日本造園組合連合会 
〒101-0052東京都千代田区神田小川町 3-3-2マツシタビル 7階 

TEL 03-3293-7577 FAX 03-5801-6600  

E-mail jflc@sepia.ocn.ne.jp  URL https://www.jflc.or.jp/ 

 

一般社団法人 日本造園建設業協会 
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目15番2号 本郷二村ビル4階 

TEL：03-5684-0011 FAX：03-5684-0012 

E-mail kikan@jalc.or.jp URL http://www.jalc.or.jp/ 

 


